
理事会からの中間報告
マンション出入り口を少し工事しました

エステート大通管理組合は本年1月に定期総会を開

き、年間の活動方針のご承認をいただきました。それに

そって理事会は、順調に業務を進めています。７月２９日

には第６回理事会を開き、この間の事業計画の進捗状

況について、エレベーター非常電源用バッテリーの交

換、火災対策では感知器と非常時の誘導灯の交換工事

が完了したことの報告がありました。このほかにも議題

が多数ありましたので中間報告します。

郵便受けが満杯

盗難･防火上問題の恐れに

理事会の意見交換で

は、マンション入り口

の郵便受けのことが話

題となりました。「郵便

屋さんも投函できなく

て困っている」とした

声です。郵便箱が満杯

の方がいます。当ニュースでもこの話題は何回か報

じていますが、本当に

困ったことになってい

ます。受け口から郵便

物がはみ出たりしてい

ると盗難や防火防犯上

もよろしくないです。

もしみなさんの中で

そのような状態であれ

ば、ただちに問題を取

り除いてください。

近隣のテレビ音が響く

音を絞って快適な生活を

このほかに近隣か

らのテレビなどの音

声が響き、ふだんの

生活がおくれない。

音の問題はどなたも気を付けてください。なにげな

いボリュームアップが、それで困っている人もいま

す。理事会へもこの種の苦情もきています。このニ

ュースに掲載したのもその一つで、音の発生源の方

は知らないうちに音が漏れていますので十分気を付

けて生活をしてください。

新型コロナ対策は各自で

みんなでがんばりましょう

いま新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受

けており、当管理組合においてもこれまで理事会に

おいて、国･自治体の方針に基づき会議の持ち方にも

細心の注意を図っています。最近では感染者数が小

康状態にありますが、東京などの大都市での感染状

況は高止まりで推移しています。

当マンションでは特段の対策はしていませんが、

共用のドアノブやエレベーターの昇降ボタンの消毒

などを実施しています。今後のコロナ戦線の有り様

では、予断を許さない状況にありますので、入居者

みなさんも防御対策をお願いします。
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「ごみ」は、分別区分ごとに分けて指定日に出しましょう。

今年の自衛消防訓

練は、１０月に予定し

ています。詳細は掲

示します。



今、わたしたちにできることはこれまで続けてき

た手洗い、うがいを始めとした感染症予防対策の徹

底や3密回避はもちろんですが、さらに日常生活を

ひとつひとつ改めて見直し、現在の状況に合った適

切な行動をとることが重要であります。本来なら、

今の小康状態がつづけば次は、国などが終息宣言が

出すことになりますが、現実はまったくそのような

状況にありません。コロナとの対じは継続されます。

みんなで頑張りましょう。

快適なマンション生活を一緒に築きましょう

自動火災感知器を勝手に撤去しないように

玄関ドア取っ手を交換

以前から玄関ドアの取っ手は、

ぐらつきがあり、使いづらかった

ので、６月中旬に新しいモノに取

り替えました。マンション創設以

来４０年近く使っていました。取

っ手は全部で８カ所の交換です。

管理人室横の台を撤去

管理室の出入り口横にあった小

カウンターを撤去しました。これ

まで廊下に飛び出ているように設

置されていましたので、暗いとき

にはぶつかるなどの問題がありま

した。

特に設置している用途もありま

せんので、撤去しました。これま

で無断投函のチラシなどの置き台

になっていましたが、今後は、そ

れは出来ません。各自、ご家庭に

持ち帰り処分してください。

同時に、マンション出入り口の

風除室の床の埋め込み取っ手が変

形して、つまづきやすくなってい

ました。これも修正してつまづき

をなくしました。

火災報知器を再設置

消防法で設置義務がある自動火

災感知器と避難する際の誘導灯の

設置･交換工事を７月中旬に実施

しました。感知器は「火災によっ

て発生する熱・煙・炎を利用し

て、自動的に火災を感知し、火災

信号や火災情報信号を受信機・中

継器・消火設備に発信するもの」

とされています。

今回の火災報知器の設置では、

もともと設置されているところに

設置がなかったり、壊れていたり

して通常の消防点検で指摘のあっ

たところです。火災の際に重要な

機器ですから、勝手に取り外した

りしてはなりません。年２回の消

防設備点検の２回目は１０月に実

施します。誘導灯は表示板や停電

時の電源となるバッテリーの交換

を行いました。

共用部に私物を置かないで

マンションの廊下などは共用部

分になります。ここには私物を置

くことはできません。最近自転車

などが置かれていると言った苦情

が寄せられています。もし心当た

りの方は、共用部分に置けません

ので自室の専有部分に置くように

してください。狭いからと廊下や

階段の踊り場もダメです。お互い

気持ちよく共用部分を利用しまし

ょう。

管理費等の滞納に注意を

理事会では毎月納入される管理

費等(管理費･修繕積立金・専用庭

使用料・灯油料)の未収状況を点

検しています。管理費等が滞ると

マンション管理に影響します。管

理組合はみなさんからの管理費等

の預かり金でマンション管理･運

営をしています。

管理費等は各自開設する預金口

座から自動振り込みの手続を取る

ことを規約で定め、翌月分は当月

２７日に一括徴収することになっ

ています。もし自動振り込みなど

の手続を取っていない場合は、必

ず取ってください。滞納が続くよ

うですと理事会として直接対応さ

せていただきます。

なお賃貸などの入居者が未払い

の灯油料などの未納は、最終的に

オーナーさんに請求させていただ

きますので、退去時または支払月

の未納をご確認ください。


